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⚫ 配偶者・親子およびその他生計を同一にしている者はすべて同一として取り扱います 

⚫ 過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても同様の取扱いとします 

⚫ 本補助金を受け取ることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも 

認められません 

 

1-3. 補助金額と補助率 

補助金額は従業員数ごとに以下のとおりで、補助率は「1/2」です。 
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1-5. 補助対象経費  

 

⚫ 補助事業により取得した財産については、交付規程等に基づき処分（補助金の交付の目

的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。）に制限が課さ

れます。処分する場合、残存簿価相当額又は譲渡額等により、当該処分制限財産に係る

補助金額を限度に納付しなければなりませんのでご注意ください 

 

 

⚫ 機械装置・システム構築費または建物費が補助対象経費に含まれていることが必要です 

⚫ 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、 

本補助金の支援対象にはなりません 

⚫ 採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる 

訳ではありません。交付審査時に以下の経費区分に該当しないと判断される経費を 

計上されている場合は補助対象外となります 

 

1-5-1. 対象経費の区分 
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1-6. 補助対象事業の要件 

中小企業等が、以下の要件を満たす 3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。 

1. 新事業進出要件 

2. 付加価値額要件 

3. 賃上げ要件 

4. 事業場内最賃水準要件 

5. ワークライフバランス要件 

6. 金融機関要件 

7. 賃上げ特例要件 (賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件) 

 

1-6-1. 新事業進出要件 

新事業進出指針に す「新事業進出」の定義に該当するよう、以下の要件①~③をすべて満たす必要があります。 

 

 

新事業進出要件の詳細は、「新事業進出指針」、「新事業進出指針の手引き」をご確認ください。 

 

  

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin_tebiki.pdf
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1-6-3. 賃上げ要件 

補助事業実施期間の  時 が含まれる事業年度の一  たり 与支  額及び 与支  額が、年平均成

長率の比較基準となります。 

 

 

  

  業  に対して 定した目 値の  がされていな  た場合、 
付 定を取り し、補助金  の  を求めます。

 補助事業  後3 5年の事業計画期間最 年度において、   た
り  支   目 値 よ   支   目 値のいずれの目 
値  成できな  た場合、補助金交付 に 成 合いの高い方の
目 値の  成率を  た の  を求めます。
 付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として 3 5年の事業計画期間の  
 が 業   字の場合や、  など事業者の責めに  ない理 がある場合は、
上記の補助金の一部  を求めません 。

賃上げ

補助事業  後3 5年の事業計画期間において

または

1 あたり 与支  額*1の年平均成長率が、
事業実施    における

 低賃金の     の   成 率  2以上

 与支  額の年平均成長率が

 2   以上

  要件 補助金  の  方 計算  

補助金
   

補助金
交付   1-

事業計画期間最 年度における
 1  たり  与支  額*の

   成 率   

 1  たり  与支  額*の

目 値   

  

* 「 与支  額」と「 1  たりの 与支  額」のう 、達成度合いの高い 
 0または イ ス成長の場合は全額   

 要件の達成  確認のため、事業   報告時に「 算書」・「 金  」の提出が
必要です。

*1 算出に含める 業 は、基準年度及び の算出対象となる 事業年度において、
全月分の 与等の支 を受けた 業 とします。中 採用や  等で全月分の
 与等の支 を受けていない 業 及び時短勤務を行っている 業 については、
全月分の 与等の支 を受けていない事業年度に限り、算出の対象から いてください。

*2 年平均成長率は  計算により算出
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1-6-4. 事業場  賃水準要件 

 
 

1-6-5. ワ   イ     要件 

 
 

             

⚫ 応募申請前に、「  支援のひろば」に策定した、申請締切日時 で有効な一 事業主行

 計画を公 してください。 

⚫ 計画の策定から公 まで、システム上の反 に 1 2 週間を要します。公 申請の審査 程

で不 が  する場合もありますので、２週間以上の余裕をもって公 申請を行ってくださ

い。 

 

  

事業場 
 賃水準

事業場内最低 金が   最低 金の

    以上水準
   の事業実施場所がある場合は、主たる事業実施場所を 択

  要件

 補助事業  後3 5年の事業計画期間中、 年の事業   報告
提出時 において、事業場  低賃金が事業場  低賃金 準値
以上にな ていな  た場合、補助金交付 を事業計 期 の  で
 した の  を求めます。
 付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として  事業年度の 業   字
の場合や、  など事業者の責めに  ない理 がある場合は、上記の補助金の一部
  を求めません。

補助金  の  方 計算  

補助金
   補助金交付 

事業計 期 の   年 
 

 要件の達成  確認のため、事業   報告時に「 金  」等の提出が必要です。

ワ   イ 
    

    成支援対策 進法に基づく

  事業 行 計 の  

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
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1-6-6. 金融  要件 

 
 

             

⚫ 金融機関等から資金提供を受ける場合は、「金融機関による確認書」を提出してください。 

⚫ 「金融機関による確認書」は、本補助金ホームページの資料ダ ンロー ページ ※リンク集参

照 から様 をダ ンロー してご 用ください。 

 

1-6-7. 賃上げ特例要件 

補助事業実施期間の  時 が含まれる事業年度の 与支  額が、年平均成長率の比較基準となります。 

 

 

  

金融  
 金融機関等から資金提供を受ける場合 

資金提供 の金融機関等から

事業計 の 認を  てい こと

賃上げ
特例

補助事業  後3 5年の事業期間において

 つ

 与支  額を

        以上
  賃上げ要件 の2    ら に      

事業場内最低 金を

      以上
  事業場  賃水準要件 の    ら に 2   

  要件

 上 いずれ  方で 要件を 成できな  た場合、補助金 付額の
う 賃上げ特例の 用によ 補助上   上げ の  の  を求
めます。

補助金  の  方 計算  

補助金
     き上げ の

補助金交付 

補助金 付額

 要件の達成  確認のため、事業   報告時に「 算書」・「 金  」の提出が
必要です。
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1-7.  募 ケジュ   

第 2回公募のスケジュールは以下のとおりです。 

 
 

  

 募  
（公募要 公開）

2 2 / / 2 金  

申請 付 2 2 /  /     

応募  2 2 / 2/   金       

補助金 付
 補者の

採択発 
2 2 /   予定 

応募申請方 
  申請の の受付

 書面   での申請は不 
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